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はじめに  

 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40

号）第 5 条に基づく歴史的風致の維持及び向上に関する計画として、「松江市

歴史的風致維持向上計画」を策定する。  

（名  称）松江市歴史的風致維持向上計画  

（主  体）松江市  

（計画期間）平成 22 年度～平成 31 年度  

 

（１）計画策定の背景 

松江市は、北は日本海に臨む島根半島、南は中国山地の山々を控え、そ

の間に斐伊川水系の宍道湖、大橋川、中海を挟んで南北に広がる平野を中

心とした地域に位置している。  

松江のまちは歴史と伝統のある文化的な景観に恵まれている。古代にお

いては神話の舞台となり、古代出雲国の優れた文化の存在を裏付ける豊富

な遺跡群が存在する。近世においては城下町「松江」として現在の松江の

まちづくりの基盤が形成され、現在にその面影を残している。このような

歴史的環境の中で伝統的な文化、祭礼行事や工芸などが形成され、人々の

活動として現在に伝わっている。明治時代においては文豪ラフカディオ・

ハーン（小泉八雲）が島根県尋常中学校教師として招かれ、松江の印象を

数々の作品を書き著し、松江の文化や日本文化を世界に広めた。  

このように松江市が明媚な風光とわが国の歴史、文化等を正しく理解す

るため欠くことのできない多くの文化財を保有し、小泉八雲の文筆を通じ

て世界的に著名であることに鑑みて、昭和 26 年（1951）に京都、奈良に

次いで 3 番目に「国際文化観光都市」に指定されることとなった。  

現在、松江の年間観光入り込み客数は 887 万人を数えるが（平成 21 年

度松江市観光白書）、近年、全国的に見られる人口減少、高齢化、中心市街

地の空洞化などの要因により、松江市でも歴史的景観の悪化や伝統文化や

祭礼行事、工芸などの担い手不足が生じている。  

このような状況の中、文部科学省、農林水産省、国土交通省の三省共管

により、歴史的な街並みと伝統的な人々の活動を維持向上させる目的で平

成 20 年 11 月に「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（以

下「歴史まちづくり法」という。）」が施行されることとなった。  

これからの松江市は、豊富な歴史的文化遺産を保存・活用しながら、松

江の歴史的風致を後世に伝えて行くことが重要である。近年、市民の間に

松江の歴史的な文化遺産に対する関心が大いに高まり、その価値の再評価

と保護が強く求められるようになった。加えて文化財を取り巻く周辺環境

や伝統的な人々の活動も含めて一体的な保護や維持継承が重要となってき

ており、今後、歴史的風致を維持向上させる歴史まちづくりの展開が大い

に期待されている。  
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（２）計画策定の目的と役割 

松江市では、松江に固有の歴史的風致（松江らしさ）の維持向上を図る

ため、歴史まちづくり法第 4 条の規定による歴史的風致維持向上基本方針

に基づき、同法 5 条の規定により「松江市歴史的風致維持向上計画」を策

定する。  

本計画は、本市の基本構想である「松江市総合計画」に基づき、「松江市

都市マスタープラン」、「松江市景観計画」などの他計画との整合を図りな

がら、歴史文化のまちづくりを推進する具体的な計画としての役割を持つ

ものである。  

 

【各種計画との関連図】 

松 江 市 総 合 計 画 （２０１７～２０２１）

【基本理念】

● 松江を超える、松江をつくる。

【基本姿勢】

● 共創・協働のまちづくり

【将来像】

● 選ばれるまち 松江

【基本目標】

１． 人を大切に育てる

２． 個性の発揮と広域連携で輝く

〇 地域が元気になるしくみづくり

◦ 地域産業資源を生かした地域ブランドの創出

○ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化

◦ 話題性の高いイベントと連動した戦略的プロモーションによる

観光誘客

◦ 多彩な資源を生かした観光地づくりによる新規観光客とリピー

ターの獲得

４． 安心・安全なまちづくり

３． 誇りと愛着を生む
○ 自然環境・歴史・文化を生かしたまちづくりの推進
◦ 松江城の保存・活用・調査研究による魅力と価値の向上
◦ 郷土の歴史および文化に関する資料の調査、研究、収集、
保存および展示
◦ 文化財などの保存・活用を通じたまちづくりの取り組み

○ 松江の魅力を高める環境・都市デザインの推進
◦ 景観の保全・創造・継承による美しく、誇りの持てるまちづくり

松 江 市 景 観 計 画
（Ｈ１９～ ）

【基本理念】

● 自然・歴史・文化が呼応する松江の風景

～住むひとが誇りと愛着を感じ、

訪ねるひとの心に残る松江の景観づくり～

【基本的な方針】

○ 水辺、山並みなど景観の骨格となる資源の

保全

○ 全国に誇れるかけがえのない歴史的景観

資源の保存

○ 地域に対する誇りと愛着を育むまちなみ景

観の保全、形成

○都市の発展や活性化に資する快適で安全

な魅力ある景観の形成

○ 市民、事業者、行政の景観に対する意識の

醸成

２期 松江市中心市街地活性化基本計画
（Ｈ２５～Ｈ３０）

【テーマ】

● 「住んでよし、訪れてよしの“松江らしい”まちづくり」
～住み続ける暮らしの中に流動性を生み出す～

【基本方針】

① まちなかを楽しむ｢観光・交流」

◦ 松江らしさが凝縮した多様な魅力・観光資源が多くあるので、

まちの各所で観光客と市民との交流を推進し、観光交流人

口を増加させる

◦ 松江の歴史的資産等の魅力を活かしたまち歩き観光、滞在

型観光を展開する

②まちなかが賑わう「近隣集客拠点」

◦ 中心市街地の利便性の活用及び向上、既存ストックの活用

などを図るとともに、働く場の創出や、魅力ある中心市街地を

形成し、近隣からの集客策を展開する

③ 住みたい・住み続けたい「まちなか居住」

◦ 都市機能が集中し、かつ職住接近による利便性があるまち

なか居住のメリットを最大限に活かし、まちなかに住み始め

る人、住み続ける人の増加を目指す

◦ 歴史景観や水辺景観といった既存ストックを活用するにあ

たって、修景施策などを更に進め、景観を守りつつ、誰もが

住みやすい中心市街地を形成する

松江市歴史的風致維持向上計画（Ｈ22～3１）

松江市の
歴史的
風致

重点区域
歴史的
風致形成
建造物

歴史的
風致維持
向上施設

国県市
指定
文化財

山陰文化観光圏整備計画
（Ｈ２０～Ｈ２４）

【観光圏の一体的イメージ】

● 「ご縁で結ばれる、感動の旅」

～訪れてよし、住んでよしの地域創造～

【基本的な考え方】

●情報発信、観光インフラの充実、観光産業

を成長させる仕組みづくり等を行うことに

より、多様な人的物的資源をネットワーク

化し、圏域の総合的な魅力を顕在化させ、

地域力の創造と増進を図る。

【圏域の特性と事業テーマ】

○【自然】

○【神秘性・環境】

○【歴史・文化】

○【癒し・スポーツ】

○【食】

松江市都市マスタープラン （２０１８～２０２７）

【基本理念】

● 定住と交流による活力あるまちづくり

～豊かな自然や水辺を大切にした歴史まちづくりの推進～

【将来都市構造】

●定住促進の中核

●雇用創出の中核

●交通ネットワーク軸

【まちづくりの基本方針】

⑥訪れる人との交流を促進するまちの形成

◦ コンベンション施設や宿泊機能の充実

◦ 松江城周辺や美保関の青石畳通りなどの伝統的な町並みや、

古代出雲神話等の豊かな歴史・文化資源、宍道湖・中海の美しい

水辺景観を活用した交流の促進

◦ 「島根半島・宍道湖中海ジオパーク」を生かした体験交流の拡大

◦ 「松江らしいおもてなし」の機運を盛り上げ、交流を促進

①まちの骨格となる公共交通の整備とアクセス手段の確保

②まちづくりに不可欠な幹線道路の整備

③多世代が居住する循環型の地域を形成するための土地利用の推進

④若者に魅力ある雇用の創出のための土地利用の推進

⑤誰もが安全・安心に暮らせるまちの形成
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（３）計画策定の体制 

策定体制組織図 

 

 

<庁内組織> 

 

 平成 22 年 5 月に、副市長（2 名）及び庁内の関係部局長で構成する「松江市

歴史的風致維持向上計画策定会議」（上部会議）と、関係各課長による「松江市

歴史的風致維持向上計画ワーキングチーム」（作業部会）を設置し、各部各課の

所掌事務との連携を深めながら歴史的風致維持向上計画の策定を進めた。  

 

 

 

 

 

<目的>松江市歴史的風致維持向上計画を総合的かつ一体的に策定し、認定後 

も効率的で円滑な推進を図るために、関連する庁内各部局で連携体制 

を構築するために設置。  

事務局は都市計画課

【松江市歴史的風致維持向上計画ﾜｰ

ｷﾝｸﾞﾁｰﾑ】
都市計画部各課、観光振興部各課、教育委

員会関係課史料編纂室、農業企画課、管理

課、政策企画課

【検討すべき事項】

①維持向上すべき歴史的風致の向上に

関する方針決定

②重点区域の設定

③文化財の保存、活用に関する方針

④歴史的風致維持向上施設の整備、

管理に関する計画

⑤歴史的風致形成建造物の指定

庁内組織（計画策定）

【松江市歴史的風致維持向上計画策定会議】 松江市副市長以下 関係各部長

国土交通省、文部科学省（文化庁）

農林水産省

都市計画、文化財、農林水産

松江市歴史的風致維持向上計画策定段階の組織体制図（H22．4月～H23．3月末）

【松江市歴史的風致維持

向上計画策定委員会】
学識経験者、文化財保護審議会

観光関連団体、経済団体代表者
文化財所有者、文化財管理者、公民館

町内会自治会連合会、ﾀｳﾝﾚﾎﾟｰﾀｰ

庁外組織（検討、助言）

【説明会】

パブリックコメント

【文化財保護審議会】

【都市計画審議会】

【景観審議会】

審議組織

国

【わがまち自慢

発掘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】
美保関地区、鹿島地区、宍道地区、
城北地区、城東地区、城西地区、

白潟地区、雑賀地区、大庭地区

庁内組織

（文化財悉皆調査）

市民公募（お宝大募集） 市民の声

報 告

「松江市歴史的風致維持向上計画」の決定松江市長

国土交通省文部科学省 農林水産省

申 請 認 定

指示 報告

成

果

の
反

映

事前

協議島根県

提案

意見

説明

意見

提案

意見

【松江市歴史まちづくり推進

協議会】
学識経験者、文化財保護審議会

観光関連団体、経済団体、文化財管

理者、文化財所有者、公民館、町内

会自治会連合会、タウンレポーター、
県市関連部局

承認

庁外組織

組

織

の
発

展
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<外部委員会> 

・松江市歴史的風致維持向上計画策定委員会 

 

平成 22 年 5 月に、学識経験者、観光関連団体、

地域代表などの有識者による外部委員会「松江市

歴史的風致維持向上計画策定委員会｣を設置し、4

回の会議を経て様々な意見・助言・指導を受け、

計画（案）に反映させた。  

 

 

 

 

<目的>松江市歴史的風致維持向上計画（案）に対する学識経験者はじめ有識 

者から指導・助言を得るために設置  

松江市歴史的風致維持向上計画策定委員会  委員名簿 

（敬称略） 

氏  名 所 属 及 び 役 職 名 分野 

淺 田  純 作 松江工業高等専門学校 教授 学識経験者 

塩 田  洋 三  島根県立大学短期大学部 名誉教授 学識経験者 

松 本  岩 雄 島根県教育庁文化財課 課長 学識経験者 

安 部  登 郷土史家 学識経験者 

高 橋  一 清 松江観光協会 観光文化プロデューサー 観光関連団体 

高 木  豊 子  松江市観光ボランティアガイドの会  観光関連団体 

久 保  里 砂 子 中心市街地活性化協議会（ﾀｳﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ）  経済団体 

乾  隆 明  文化財保護審議会 委員 文化財保護審議会 

二 宮  玲 子  NPO 法人 松江ツーリズム研究会 理事 文化財管理者 

廣 江  俊 邦  島根県文化財所有者連絡協議会 事務局 文化財所有者 

松 本  雅 子 松江市公民館館長会 代表（大庭公民館） 地域代表 

三 島  健 治 松江市町内会・自治会連合会 理事 地域代表 

石 川  ま ゆ み  松江市タウンレポーター 市民代表 

 

 
第１回策定委員会 (7 月 2 日 ) 
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・松江市歴史まちづくり推進協議会 

 

外部委員会である策定委員会を、平成 23 年 1 月 7 日に事業の承認と認定

計画の進捗管理を行う「推進協議会」に発展、1 月 7 日に第 1 回の会議を開

催し、松江市の策定した歴史的風致維持向上計画の承認を受けた。  

※組織は 10 年間継続する。  

 

 

<各種審議会等への報告> 

 

平成 22 年 11 月 29 日に都市計画審議会、平成 22 年 7 月 26 日及び 12 月

13 日に文化財保護審議会に計画（案）を提出し、意見を聴取した。  

 

<目的>各種の既存計画との調整を図るため、関連する審議会に対して松江市

歴史的風致維持向上計画（案）を報告し、意見の聴取を実施。  

<目的>松江市歴史的風致維持向上計画（案）の承認と、認定計画の実施 

にかかる進捗管理及び計画変更の承認を得るために設置。  

松江市歴史まちづくり推進協議会 委員名簿（平成 30 年 9 月時点） 

（敬称略） 

氏  名 所 属 及 び 役 職 名 分野 

淺 田  純 作 松江工業高等専門学校 教授 学識経験者 

藤 居  由 香 島根県立大学 准教授 学識経験者 

高 橋  一 清 松江観光協会 観光文化プロデューサー 観光関連団体 

伊 藤  知 恵 中心市街地活性化協議会（まちづくりコーディネーター） 経済団体 

安 部  登 元松江郷土館館長 郷土史 

大 北  哲 也  島根県文化財所有者連絡協議会 副会長 文化財所有者 

福 村  敬 香  NPO 法人 松江ツーリズム研究会 理事 文化財管理者 

松 本  道 博 松江市公民館館長会 代表（白潟公民館） 地域代表 

人 見  由 佳 松江市タウンレポーター 市民代表 

西 村  成 人 島根県土木部都市計画課 課長 島根県 

萩  雅 人 島根県教育庁文化財課 課長 島根県 

高 橋  良 次 松江市教育委員会 副教育長 松江市 

錦 織  裕 司  松江市観光振興部 部長 松江市 
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 <市民との協働> 

 

平成 21 年度から、公民

館区等の地域単位で、地域

の文化財等の“お宝”を掘り

起こしてまち歩きマップを

作成する「わがまち自慢発

掘プロジェクト｣を実施し

ている。実施にあたっては、

各公民館区の市民メンバー

と、市の関係 7 課による庁内チームとの協働により作業を進めており、平成

22 年度は 9 公民館区で実施した。平成 23 年度以降も毎年 6～7 公民館区で

実施し、平成 25 年度に全公民館区が終了した。  

 

<まちづくり部局と文化財部局の連携> 

 

  平成 22 年 4 月に都市計画課内に「歴史まちづくり係」を設置。計画策定

にあたっては、都市計画課と文化財課が連携、関係会議で事務局を構成し、

両者の緊密な連携の下で作業を進めた。  

  計画認定後の平成 23 年 4 月からは「歴史まちづくり課」として、計画の

確実な実施に取り組んでいる。  

 

<パブリックコメントの募集> 

 

  パブリックコメントを、平成 22 年 11 月 1 日～22 日の間実施。松江市歴

史的風致維持向上計画（案）の概要版を、松江市ホームページ上、及び市役

所、支所、公民館で公開して広く意見を募集した。期間中の意見提出件数は

7 件で、意見に対する松江市の見解を松江市ホームページ上で公開した。  

   

<目的>松江市歴史的風致維持向上計画（案）に市民の意見や提案を反映させ  

るために実施。  

<目的>まちづくりと文化財保護の調整、歴史的遺産の活用等に配慮した、  

歴史まちづくりを進めるため、行政間の緊密な連携を図る。  

<目的>・市民と行政との協働により歴史まちづくりの取組を推進する。 

・市内各地域に残る様々な文化財や、伝統文化、伝統行事、伝統工芸 

等を、重点区域に限定せず、広く維持向上を図っていくために市民

全体で意識を共有する。 

・歴史まちづくりの核となる地域の文化財等の掘り起こしを進める。 

・市民の地域に対する関心や愛着の醸成と、まちづくり人材の育成を 

図る。  

  
まち歩きワークショップ     まち歩きマップの完成品  



7 

<重点区域説明会の実施> 

 

  平成 22 年 11 月 9 日から 18 日にかけて、重点区域予定区域ごとに説明会

を実施。延べ 111 名の参加者があった。  

 

（４）計画策定の経緯 

【委員会、協議会の開催経過】  

 日  時 会  議  名 

平成 22 年  

4 月 22 日  

5 月 17 日  

6 月  3 日  

6 月 30 日  

7 月  2 日  

7 月 26 日  

8 月  3 日  

8 月 25 日  

9 月  3 日  

9 月 16 日  

10 月 13 日  

10 月 21 日  

10 月 26 日  

11 月 1 日～22 日  

11 月 8 日  

11 月 9 日～17 日  

11 月 29 日  

12 月 9 日  

12 月 13 日  

12 月 20 日  

12 月 27 日  

平成 23 年  

1 月 7 日  

1 月 11 日  

1 月 18 日  

2 月 23 日  

7 月 15 日  

 

主要施策調整会議(庁内での情報・意識の共有 ) 

第 1 回策定ワーキング会議（庁内会議）  

国協議(第 1 回) 

第 1 回策定会議（庁内会議）  

第 1 回策定委員会（外部委員会）  

松江市文化財保護審議会  

国協議（第 2 回）  

第 2 回策定ワーキング会議（庁内会議）  

第 2 回策定委員会（外部委員会）  

国協議(第 3 回) 

国協議(第 4 回）  

第 3 回策定委員会（外部委員会）  

第 2 回策定会議（庁内会議）  

パブリックコメント募集（応募 7 名）  

国協議（第 5 回）  

重点区域市民説明会（参加者 111 名）  

松江市都市計画審議会  

国協議（第 6 回）  

松江市文化財保護審議会  

第 4 回策定委員会（外部委員会）  

国協議（第 7 回）  

 

第 1 回松江市歴史まちづくり推進協議会（法定協議会） 

第 3 回策定会議（庁内会議：計画の承認）  

松江市歴史的風致維持向上計画書申請  

松江市歴史的風致維持向上計画認定  

平成 23 年度第 1 回推進ワーキングチーム会議  

<目的>重点区域予定区域ごとに、法の趣旨、計画策定の目的、実施予定の事  

業等について説明し、理解と協力を求め、意見等を計画に反映させる  

ために実施。  
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7 月 20 日  

 7 月 25 日  

平成 24 年  

2 月 17 日  

2 月 17 日  

～2 月 29 日  

2 月 22 日  

2 月 23 日  

2 月 24 日  

～3 月 5 日  

3 月 9 日  

3 月 29 日  

3 月 30 日  

7 月 9 日  

7 月 13 日  

10 月 22 日  

12 月 25 日  

～1 月 25 日  

平成 25 年  

2 月 5 日  

2 月 8 日  

2 月 12 日  

～2 月 25 日  

3 月 6 日  

3 月 22 日  

3 月 29 日  

8 月 5 日  

8 月 9 日  

12 月 26 日  

平成 26 年  

2 月 12 日  

2 月 17 日  

2 月 18 日  

～3 月 3 日  

3 月 6 日  

3 月 31 日  

6 月 12 日  

7 月 31 日  

8 月 7 日  

平成 23 年度第 1 回推進協議会開催  

平成 23 年度第 1 回松江市文化財保護審議会  

 

平成 23 年度第 2 回推進ワーキングチーム会議  

松江市文化財保護審議会に松江市歴史的風致維持向上

計画（変更案）について意見聴取  

平成 23 年度第 2 回推進協議会  

松江市歴史まちづくり推進会議  

松江市歴史的風致維持向上計画（変更案）についてパ

ブリックコメントの募集  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定申請  

平成 23 年度第 2 回松江市文化財保護審議会  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定  

平成 24 年度第 1 回推進ワーキングチーム会議  

平成 24 年度第 1 回推進協議会  

平成 24 年度第 1 回松江市文化財保護審議会  

松江市文化財保護審議会に松江市歴史的風致維持向上

計画（変更案）について意見聴取  

 

平成 24 年度第 2 回推進ワーキングチーム会議  

平成 24 年度第 2 回推進協議会  

松江市歴史的風致維持向上計画（変更案）についてパ

ブリックコメントの募集  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定申請  

平成 24 年度第 2 回松江市文化財保護審議会  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定  

平成 25 年度第 1 回推進ワーキングチーム会議  

平成 25 年度第 1 回推進協議会  

平成 25 年度松江市文化財保護審議会  

 

平成 25 年度第 2 回推進ワーキングチーム会議  

平成 25 年度第 2 回推進協議会  

松江市歴史的風致維持向上計画（変更案）についてパ

ブリックコメントの募集  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定申請  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定  

松江市歴史まちづくり推進会議（主要施策調整会議）  

平成 26 年度第 1 回推進ワーキングチーム会議  

平成 26 年度第 1 回推進協議会  
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11 月 17 日  

平成 27 年  

2 月 4 日  

～2 月 19 日  

 2 月 10 日  

 2 月 6 日  

 ～2 月 19 日  

 2 月 16 日  

 2 月 26 日  

 3 月 27 日  

 7 月 23 日  

 7 月 31 日  

 11 月 20 日  

平成 28 年  

 2 月 12 日  

 ～2 月 22 日  

 2 月 12 日  

2 月 12 日  

 ～2 月 22 日  

 2 月 16 日  

 2 月 25 日  

 7 月 21 日  

 8 月 3 日  

 11 月 24 日  

平成 29 年  

 2 月 7 日  

 ～2 月 17 日  

 2 月 3 日  

2 月 7 日  

 ～2 月 17 日  

 2 月 10 日  

 3 月 23 日  

 7 月 24 日  

 8 月 2 日  

 11 月 24 日  

平成 30 年  

 2 月 1 日  

 2 月 6 日  

 ～2 月 16 日  

平成 26 年度松江市文化財保護審議会  

 

松江市文化財保護審議会に松江市歴史的風致維持向上  

計画（変更案）について意見聴取  

平成 26 年度第 2 回推進ワーキングチーム会議  

松江市歴史的風致維持向上計画（変更案）についてパ

ブリックコメントの募集  

平成 26 年度第 2 回推進協議会  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定申請  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定  

平成 27 年度第 1 回推進ワーキングチーム会議  

平成 27 年度第 1 回推進協議会  

平成 27 年度松江市文化財保護審議会  

 

松江市文化財保護審議会に松江市歴史的風致維持向上  

計画（変更案）について意見聴取  

平成 27 年度第 2 回推進ワーキングチーム会議  

松江市歴史的風致維持向上計画（変更案）についてパ

ブリックコメントの募集  

平成 27 年度第 2 回推進協議会  

松江市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更の届出  

平成 28 年度第 1 回推進ワーキングチーム会議  

平成 28 年度第 1 回推進協議会  

平成 28 年度松江市文化財保護審議会  

 

松江市文化財保護審議会に松江市歴史的風致維持向上

計画（変更案）について意見聴取  

平成 28 年度第 2 回推進ワーキングチーム会議  

松江市歴史的風致維持向上計画（変更案）についてパ

ブリックコメントの募集  

平成 28 年度第 2 回推進協議会  

松江市歴史的風致維持向上計画の軽微な変更の届出  

平成 29 年度第 1 回推進ワーキングチーム会議  

平成 29 年度第 1 回推進協議会  

平成 29 年度松江市文化財保護審議会  

 

平成 29 年度第 2 回推進ワーキングチーム会議  

松江市文化財保護審議会に松江市歴史的風致維持向上

計画（変更案）について意見聴取  
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 2 月 6 日  

 ～2 月 16 日  

 2 月 8 日  

 3 月 16 日  

 3 月 29 日  

 8 月 2 日  

 11 月 13 日  

平成 31 年  

 2 月 7 日  

 2 月 7 日  

 ～2 月 15 日  

 2 月 8 日  

 ～2 月 18 日  

松江市歴史的風致維持向上計画（変更案）についてパ

ブリックコメントの募集  

平成 29 年度第 2 回推進協議会  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定申請  

松江市歴史的風致維持向上計画の変更認定  

平成 30 年度第 1 回推進協議会  

平成 30 年度松江市文化財保護審議会  

 

平成 30 年度第 2 回推進協議会  

松江市文化財保護審議会に松江市歴史的風致維持向上

計画（変更案）について意見聴取  

松江市歴史的風致維持向上計画（変更案）についてパ

ブリックコメントの募集  

 

（５）計画策定後の推進体制 

 

○事業の進捗管理と計画変更の対応 

  平成 26 年 4 月の組織見直しにより、文化財保護と歴史まちづくりを一体

的に推進するために、都市整備部の歴史まちづくり部門と、教育委員会の文

化財保護部門を統合して「歴史まちづくり部」が創設された。 

  今後は歴史まちづくり部が中心となり、関連部局とも緊密な連携調整を行

って適正な事業の実施を進めるとともに、毎年「松江市歴史まちづくり推進

協議会」の確認を受ける。計画変更に当たっては、策定時と同様の手続を経

て変更計画（案）を策定し、｢松江市歴史まちづくり推進協議会｣（外部委員

会）、「松江市歴史まちづくり推進会議」（庁内組織）の承認を受ける。 

  また、平成 28 年 4 月の組織見直しにより、松江城天守が国宝指定された

ことを機会に、今後さらに歴史史料の調査研究や松江城をはじめとした歴史

的資産の保存活用を進めて行くための体制強化を行った。 

○市民・NPO 等との連携  

  計画策定時と同様、事業実施や計画変更の際は、積極的に地域に入って説

明・意見交換を行い理解・協力を得るとともに、各種 NPO 法人やボランテ

ィア団体とも連携を深め、幅広い分野からの意見を取り入れて、市と市民が

一体となった協働のまちづくりを進める。そのため、「松江・歴史文化まちづ

くり推進事業」を創設し、提案事業への支援等を行っていく。  

<目的>・計画に掲げた事業の進捗管理と計画変更への対応  

・市民、NPO 等との連携による共創のまちづくり推進  
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【都市整備部】

○松江城国宝化推進室
（松江城の国宝指定の推進に関すること）

○文化財課
・文化財係
（文化財の保存、活用及び顕彰に関する
こと）
・調査係
（埋蔵文化財の保存、活用及び発掘調査
に関すること）

（平成２５年度） （平成２６～２７年度）

【歴史まちづくり部】

○まちづくり文化財課
・歴史まちづくり係
・景観政策係
・文化財保護係

○埋蔵文化財調査室
・調査係

○松江城国宝化推進室

○史料編纂室

○都市政策課
○公園緑地課
○建築指導課

【産業観光部】

【市長部局】

【教育委員会】

【市長部局】

○歴史まちづくり課
・まちづくり係
（中心市街地の活性化に関すること）

・施設整備係
（歴史まちづくりに関すること）

○景観政策室
・景観政策係
（景観法、屋外広告物法に関すること）

○史料編纂室
（松江市史編纂に関すること）

「まちづくり」

＋

「文化財保護」

松江市行政組織の見直し

体制強化

【市長部局】

【歴史まちづくり部】

○まちづくり文化財課
・歴史まちづくり係
・景観政策係
・文化財保護係

○埋蔵文化財調査室
・調査係

○史料編纂課

○松江城調査研究室

○都市政策課
○交通政策課（平成29年6月～）

○公園緑地課
○建築指導課

（平成２８年度～）

○松江歴史館

【松江市歴史まちづくり
推進ﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑ】

★事務局はまちづくり文化財課

歴史まちづくり部各課、都市整備部各課、産
業経済部各課、観光振興部各課、教育委員
会ほか、関係部局により構成する

①計画事業の実施、連絡調整
②歴史的風致形成建造物の指定
③提案事業に対する検討、支援

④更なる歴史的風致維持向上の検討

庁内組織（計画実施、連絡調整）

「松江市歴史まちづくり推進会議」 （主要施策調整会議）

文部科学省（文化庁）、農林水産省
国土交通省

土木部、教育委員会、農林水産部

認定計画の推進、実施体制図（H22～H31年度）

【松江市歴史まちづくり
推進協議会】

★事務局はまちづくり文化財課
学識経験者、観光関連団体、経済団体、
郷土史、文化財所有者、文化財管理者、
地域代表、市民代表
島根県都市計画課、島根県教育庁文化

財課
松江市観光振興部、松江市教育委員会

法定協議会（検討、助言）

【文化財保護審議会】
【都市計画審議会】

【景観審議会】

審議組織

国

①地域で歴史まちづくり方針の検討

②提案事業の検討
（町並みの修景、テーマロードの

整備等）

③わがまち自慢発掘プロジェクト
（まち歩きマップ作成）

市民・NPO等

指示 報告

事業

提案

協議
島根県

協議

意見

説明

意見

支援

協力


